
橿原市内への移住・定住の促進及び中小企
業等における人手不足の解消に資するため、
奈良県と共同して行う移住支援事業です。

奈良県橿原市
かしはら

詳しい要件・
提出書類は
こちら

お問合せ先
橿原市役所 地域振興課
〒634-8586 奈良県橿原市八木町１－１－１８
TEL：0744-21-1117 FAX：0744-47-2641
Mail：chiikishinko@city.kashihara.nara.jp

支給額
単身で移住：６０万円
家族で移住：１００万円 ＋

子育て加算
18歳未満の子ども1人につき

１００万円
※子育て加算…就業に関する要件（裏面参照）を満たし、18歳未満の子どもと共にR6.4.1以降に転入した方が対象

（※）

次に掲げる①または②のいずれかに該当すること

①橿原市に転入する直前の10年間で通算５年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に
連続して１年以上、東京23区内に在住していたこと

②橿原市に転入する直前の10年間で通算５年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に
連続して１年以上、東京圏（※１）のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被
保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと

（※１）東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

➊
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次に掲げる事項の全てに該当すること

①移住支援金の申請時において、橿原市に転入後１年以内であること
②橿原市に、移住支援金の申請日から５年以上、継続して居住する意思を有していること
③申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
でないこと
④市税（申請日において、橿原市又は移住元の市区町村が賦課する市区町村税）を納める義務の
ある申請者の場合、市税を滞納していないこと

➋
移
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関
す
る
要
件

※裏面にも要件の記載があります



➊移住元に関する要件、➋移住先に関する要件を満たし、かつ下記❸～❻のいず
れかの要件を満たすこと

❸
就
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関
す
る
要
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次に掲げる事項の全てに該当すること

①勤務地が奈良県内に所在すること
②マッチングサイトに掲載している求人による就業であること
③申請者の３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
⑤②の求人への応募日がマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
⑥当該法人に、移住支援金の申請日から５年以上、継続して勤務する意思を有していること
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

❹
専
門
人
材
に
関
す
る

要
件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移
住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること

①勤務地が奈良県内に所在すること
②週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
③当該就業先において、移住支援金の申請日から５年以上、継続して勤務する意思を有していること
④転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
⑤目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

❺
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次に掲げる事項の全てに該当すること

①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移
住元での業務を引き続き行うこと
②内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当
該移住者に資金提供されていないこと

世帯の申請をする場合は、下記❼の要件も満たすこと

❼
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関
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次に掲げる事項の全てに該当すること

①申請者及び申請者と共に移住した世帯員（以下「移住世帯員」という。）が、移住元において同
一世帯に属していたこと
②申請者及び移住世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
③申請者及び移住世帯員が、申請時において橿原市に転入後１年以内であること
④申請者及び移住世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に
規定する暴力団員でないこと
⑤移住世帯員のうち、市税（申請日において、橿原市又は移住元の市区町村が賦課する市区町
村税）を納める義務のあるものについて、市税を滞納していないこと

❻
起
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す
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起業支援金の交付決定を受けてから１年以内の申請であること

※受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了します。


